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平成２５年さぬき市議会第２回定例会議案 

 

                         平成２５年６月６日提出 

市長提出議案 

 

議案第４１号 専決処分の承認について（さぬき市税条例の一部改正） 

議案第４２号 専決処分の承認について（さぬき市国民健康保険税条例の一部改正） 

議案第４３号 専決処分の承認について（平成２４年度さぬき市一般会計補正予算

（第９号）） 

議案第４４号 専決処分の承認について（平成２５年度さぬき市建設残土処分場事

業特別会計補正予算（第１号）） 

議案第４５号 さぬき市子ども・子育て会議条例の制定について 

議案第４６号 財産の取得について
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議案第４１号 

 

 

専決処分の承認について（さぬき市税条例の一部改正） 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

 

平成２５年６月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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専  決  処  分  書 

 

 

さぬき市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

平成２５年３月３１日 

 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

さぬき市税条例の一部改正について 

 

さぬき市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
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   さぬき市税条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市税条例（平成１４年さぬき市条例第５３号）の一部を次のように改正す

る。 

第５４条第５項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究

所法（平成１１年法律第１９８号）附則第９条第１項又は第１１条第１項の規定に

より行う旧独立行政法人緑資源機構法（平成１４年法律第１３０号）第１１条第１

項第７号イの事業又は旧農用地整備公団法（昭和４９年法律第４３号）第１９条第

１項第１号イの事業を含む。）」を削る。 

第１３１条第４項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研

究所法附則第９条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第１１条第

１項第７号イの事業を含む。）」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、改正後のさぬき市税条例（以下「新条例」とい

う。）の規定中固定資産税に関する部分は、平成２５年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、平成２４年度分までの固定資産税については、なお従前の

例による。 

３ 平成２５年４月１日前に地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３

号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第

１５条の９第１項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修（当該耐震改修に

要した費用の額が３０万円以上５０万円以下のものに限る。）に係る契約が締結

され、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における新条例附則第１０条の３

第６項の規定の適用については、同項中「書類及び」とあるのは、「書類及び当

該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。 
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議案第４２号 

 

 

専決処分の承認について（さぬき市国民健康保険税条例の一部改正） 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

 

   平成２５年６月６日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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専  決  処  分  書 

 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

平成２５年３月３１日 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
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さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  

さぬき市国民健康保険税条例（平成１４年さぬき市条例第５６号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条の２第１号中「の属する月以後５年を経過するまでの間に限り、同日」を

削り、「属する世帯」の次に「であって同日の属する月（以下この号において「特

定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの」を、「第２３条にお

いて同じ。）」の次に「及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属

する被保険者が属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月

以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。）をいう。第３号、第７条の３及び第２３条において同じ。）」を加え、

同条に次の１号を加える。 

(3) 特定継続世帯 ２万２５０円 

第７条の３第１号中「特定世帯」の次に「及び特定継続世帯」を加え、同条に次

の１号を加える。 

(3) 特定継続世帯 ３,３７５円 

第２３条第１号イ（ア）中「特定世帯」の次に「及び特定継続世帯」を加え、同

号イに次のように加える。 

（ウ） 特定継続世帯 １万４,１７５円 

第２３条第１号エ（ア）中「特定世帯」の次に「及び特定継続世帯」を加え、同

号エに次のように加える。 

（ウ） 特定継続世帯 ２,３６３円 

第２３条第２号イ（ア）中「特定世帯」の次に「及び特定継続世帯」を加え、同

号イに次のように加える。 

（ウ） 特定継続世帯 １万１２５円 

第２３条第２号エ（ア）中「特定世帯」の次に「及び特定継続世帯」を加え、同

号エに次のように加える。 

（ウ） 特定継続世帯 １,６８８円 

第２３条第３号イ（ア）中「特定世帯」の次に「及び特定継続世帯」を加え、同

号イに次のように加える。 

（ウ） 特定継続世帯 ４,０５０円 

第２３条第３号エ（ア）中「特定世帯」の次に「及び特定継続世帯」を加え、同

号エに次のように加える。 

（ウ） 特定継続世帯 ６７５円 

附則第１８項中「第４４条の２第３項」を「第４４条の２第４項及び第５項」に、

「第３６条」を「第３５条第１項」に改める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、附則第１８項の改正

規定は、平成２６年１月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 次項に定めるものを除き、改正後のさぬき市国民健康保険税条例（以下「新条

例」という。）の規定は、平成２５年度以後の年度分の国民健康保険税について

適用し、平成２４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第１８項の規定は、平成２６年度以後の年度分の国民健康保険税に

ついて適用する。 
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議案第４３号 

 

 

専決処分の承認について（平成２４年度さぬき市一般会計補正予算 

（第９号）） 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

 

                      平成２５年６月６日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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専  決  処  分  書 

 

 

平成２４年度さぬき市一般会計補正予算（第９号）について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

平成２５年３月２９日 

 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

平成２４年度さぬき市一般会計補正予算（第９号）について 

 

平成２４年度さぬき市一般会計補正予算（第９号）を別冊のとおり定める。 
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議案第４４号 

 

 

専決処分の承認について（平成２５年度さぬき市建設残土処分場事業 

特別会計補正予算（第１号）） 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

 

                      平成２５年６月６日提出 

 

                    さぬき市長 大 山 茂 樹
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専  決  処  分  書 

 

 

 平成２５年度さぬき市建設残土処分場事業特別会計補正予算（第１号）について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとお

り専決処分する。 

 

 

  平成２５年５月１６日 

 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

平成２５年度さぬき市建設残土処分場事業特別会計補正予算（第１号） 

について 

 

 平成２５年度さぬき市建設残土処分場事業特別会計補正予算（第１号）を別冊の

とおり定める。 
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